
う

ち

私

選

う

ち

国

選

１） １）

 19 588  14 490  5 098  5 044  1 973  3 071   9   45 

  489   382   107   107   43   64 - - 

  99   51   48   48   12   36 - - 

  390   331   59   59   31   28 - - 

 7 638  3 193  4 445  4 407  1 493  2 914   8   30 

 5 902  3 141  2 761  2 727  1 130  1 597   8   26 

  137   9   128   125   51   74 -   3 

 1 599   43  1 556  1 555   312  1 243 -   1 

第 1 種  1 524   42  1 482  1 481   294  1 187 -   1 

第 2 種   31 -   31   31   5   26 - - 

第 3 種   44   1   43   43   13   30 - - 

  115   71   44   43   27   16 -   1 

  13   6   7   6   4   2 -   1 

  102   65   37   37   23   14 - - 

 4 018  3 659   359   345   281   64   1   13 

 3 572  3 306   266   255   226   29 -   11 

  420   344   76   73   44   29   1   2 

  20   8   12   12   9   3 - - 

  4 -   4   4   2   2 - - 

  2   1   1   1 -   1 - - 

 7 328  7 185   143   142   129   13 -   1 

 5 967  5 878   89   88   88 - -   1 

 1 093  1 076   17   17   16   1 - - 

  119   115   4   4   4 - - - 

  14   13   1   1   1 - - - 

  96   77   19   19   8   11 - - 

  39   26   13   13   12   1 - - 

保 護 的 措 置

別 件 保 護 中

事 案 軽 微

非 行 な し

所 在 不 明 等

そ の 他

保 護 的 措 置

別 件 保 護 中

非 行 な し

所 在 不 明 等

そ の 他

審 判 不 開 始

児童自立支援施設又は児童養護施設へ送致

少 年 院 へ 送 致

知 事 又 は 児 童 相 談 所 長 へ 送 致

強 制

非 強 制

不 処 分

総 数

検 察 官 へ 送 致

刑 事 処 分 相 当

年 齢 超 過

保 護 処 分

保 護 観 察

    終            局          決          定

付 添 人 あ り総

数

付

添

人

な

し

総

数

弁

護

士

保

護

者

そ

の

他

第29表　一般保護事件の終局総人員―付添人の種類別終局決定別
　　　　　　  ―全家庭裁判所

１）　第28表脚注１）参照


